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こ
の
表
彰
は
、「
み
ど
り
の
日
」

の
制
定
と
国
際
花
と
緑
の
博
覧
会

開
催
の
理
念
を
将
来
に
継
承
し
、

花
と
緑
の
愛
護
に
顕
著
な
功
績
の

あ
っ
た
団
体
の
表
彰
を
行
う
も
の

で
す
。

　

こ
の
た
び
、
市
内
の
保
全
地
域

や
森
の
広
場
な
ど
で
、
緑
の
保
全

作
業
や
啓
発
活
動
を
続
け
て
き
た

「
東
久
留
米
自
然

ふ
れ
あ
い
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
」
が
そ
の

功
績
を
評
価
さ
れ
、

表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

　

日
頃
の
活
動
へ
の
感
謝
と
、
今

後
の
末
永
い
活
動
を
期
待
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
環
境
政
策
課
緯
４
７

０
・
７
７
５
３
へ
。

国

保

財

政

は 

危
機
的
状
況
で
す

　

国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
は
、

加
入
者
が
病
気
や
け
が
を
し
た
と

き
に
、
経
済
的
負
担
を
抑
え
安
心

し
て
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

保
険
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
も
の

で
す
。
国
保
制
度
は
財
源
を
国
や

都
な
ど
の
負
担
金
と
、
加
入
者
が

納
め
る
国
保
税
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

近
年
、
急
速
な
高
齢
化
や
医
療

技
術
の
高
度
化
に
よ
り
、
市
町
村

の
国
保
は
極
め
て
厳
し
い
財
政
運

営
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
東
久

留
米
市
の
国
保
会
計
も
同
様
に
厳

し
い
財
政
運
営
に
な
っ
て
い
て
、

一
般
会
計
か
ら
の
赤
字
補 
填 
分
の

て
ん

繰
り
入
れ
（　

年
度
決
算
は
７
億

２２

円
）
に
よ
り
収
支
が
保
た
れ
て
い

ま
す
。

　

年
度
国
保
税
の 

２４税

率

改

定

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
患

者
負
担
を
除
き　

舒
を
国
・
都
や

５０

市
区
町
村
の
負
担
金
、　

舒
を
高

１０

齢
者
自
身
の
保
険
料
、　

舒
を
各

４０

医
療
保
険
の
後
期
高
齢
者
支
援
金

で
運
営
し
て
い
ま
す
。

　
　

年
度
の
市
の
支
援
金
総
額
は
、

２４
約　

億
４
５
０
０
万
円
と
見
込
ん

１７
で
い
ま
す
。
支
援
金
の
主
な
財
源

は
、
国
保
税
の
後
期
高
齢
者
支
援

金
等
分
（
後
期
支
援
分
）
と
、
国

や
都
の
補
助
金
・
交
付
金
で
す
。

こ
の
財
源
の
見
積
も
り
を
し
た
と

こ
ろ
、
約
１
億
円
の
財
源
不
足
が

見
込
ま
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
安
定
し
た
国
保
制
度
運

営
を
確
保
す
る
た
め
、
後
期
支
援

分
に
つ
い
て
総
額
約
７
０
０
０
万

円
を
税
の
改
定
で
賄
い
、
ま
た
国

保
税
の
引
き
上
げ
抑
制
の
た
め
、

残
り
の
３
０
０
０
万
円
に
つ
い
て

は
一
般
会
計
か
ら
の
赤
字
補 
填 
繰

て
ん

入
金
で
補 
填 
す
る
こ
と
に
な
り
ま

て
ん

し
た
。

　

加
え
て
今
回
の
改
定
で
は
、
昨

年
度
に
引
き
続
き
、
国
保
税
の
計

算
方
式
に
用
い
ら
れ
る「
資
産
割
」

に
つ
い
て
も
改
定
を
行
っ
て
い
ま

す
。
国
保
税
の
資
産
割
は
、
所
得

割
を
補
う
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
居
住
用
資
産
の
多
い
都

市
部
で
は
資
産
割
を
採
用
し
て
い

な
い
自
治
体
が
多
い
こ
と
や
、
固

定
資
産
税
額
に
対
す
る
課
税
の
た

め
、
二
重
課
税
と
の
捉
え
方
が
強

い
こ
と
な
ど
の
課
題
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
課
題
に
対
応
す
る
た
め
、

資
産
割
の
無
い
賦
課
方
式
に
変
更

す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
３
年

間
で
徐
々
に
減
じ
て
い
く
こ
と
を

予
定
し
、
資
産
割
税
率
の
見
直
し

を
行
っ
て
い
ま
す
。

国
保
税
の
算
定

　

国
保
税
は
、
負
担
能
力
に
応
じ

て
算
出
さ
れ
る
応
能
割（
所
得
割
・

資
産
割
）
と
、
受
益
者
負
担
の
意

味
合
い
か
ら
定
額
で
計
算
す
る
応

益
割
（
均
等
割
・
世
帯
別
平
等
割
）

の
合
算
に
よ
り
、
次
の
通
り
計
算

さ
れ
ま
す
。

【
応
能
割
】
①
所
得
割
＝
世
帯
の

所
得
に
応
じ
て
計
算
②
資
産
割
＝

世
帯
で
課
税
さ
れ
て
い
る
固
定
資

産
税
額
（
都
市
計
画
税
は
除
く
）

に
応
じ
て
計
算

【
応
益
割
】
③
均
等
割
＝
世
帯
の

被
保
険
者
数
に
応
じ
て
計
算
④
平

等
割
＝
世
帯
ご
と
に
計
算

　

年
度
の
変
更
点

２４◎
税
率
の
改
定

　

右
表
の
通
り

◎
改
定
の
総
額
は

　
　

年
度
国
保
税
の
税
率
な
ど
の

２４
改
定
を
受
け
、
総
額
は
次
の
通
り

見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

①
引
き
上
げ
総
額
＝
約
７
０
０

０
万
円

　

②
被
保
険
者
一
人
当
た
り
＝
年

間
約
１
８
０
０
円
（
１
カ
月
当
た

り
約
１
５
０
円
）
の
引
き
上
げ

国
保
事
業
の
健
全 

運

営

に

向

け

て

　

健
や
か
で
安
心
し
て
過
ご
せ
る

生
活
は
、
す
べ
て
の
人
の
願
い
で

す
。
時
代
の
変
化
に
対
応
し
、
将

来
に
わ
た
っ
て
安
定
し
た
国
保
事

業
の
運
営
が
で
き
る
よ
う
に
、
国

保
税
の
税
率
な
ど
を
改
定
し
ま
し

た
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
民
健

康
保
険
係
緯
４
７
０
・
７
７
３
３

へ
。

　
　

年
度
の
市
民
税
・
都
民
税
の

２４
納
税
通
知
書
を
６
月　

日
（
月
）

１１

に
発
送
し
ま
す
。

　

今
回
発
送
す
る
納
税
通
知
書
は
、

市
民
税
・
都
民
税
を
個
人
で
納
付

（
普
通
徴
収
）
す
る
方
が
対
象
と

な
り
ま
す
。

　

※
電
算
シ
ス
テ
ム
の
入
れ
替
え

に
伴
い
、
今
年
度
か
ら
納
税
通
知

書
の
様
式
を
変
更
し
て
い
ま
す
。

【
対
象
と
な
る
方
】
①　

年
分
所

２３

得
税
の
確
定
申
告
書
、
ま
た
は　
２４

年
度
市
民
税
・
都
民
税
申
告
書
を

提
出
し
た
方
②　

年
分
の
給
与
収

２３

入
や
公
的
年
金
な
ど
の
支
払
報
告

書
が
勤
務
先
な
ど
か
ら
市
役
所
へ

提
出
さ
れ
、
市
民
税
・
都
民
税
を

個
人
で
納
付
す
る
方

【
対
象
と
な
ら
な
い
方
】
①
申
告

書
を
提
出
し
た
場
合
で
も
、
市
民

税
・
都
民
税
の
年
税
額
を
全
て
給

与
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
さ

れ
る
方
②
税
法
上
、
市
民
税
・
都

民
税
が
課
税
さ
れ
な
い
方
（
非
課

税
者
）

【
市
民
税
・
都
民
税
が
給
与
天
引

き
さ
れ
て
い
る
方
で
、
納
税
通
知

書
が
届
い
た
方
】
給
与
か
ら
天
引

き
（
特
別
徴
収
）
し
て
い
る
会
社

以
外
の
収
入
に
対
し
て
計
算
し
た

市
民
税
・
都
民
税
を
、
納
税
通
知

書
（
普
通
徴
収
）
で
納
め
て
い
た

だ
く
方

【
ご
注
意
】　

年
度
の
課
税
・
非

２４

課
税
証
明
書
は
、
６
月　

日
（
月
）

１１

か
ら
発
行
し
ま
す
。

　

※　

歳
未
満
で
公
的
年
金
な
ど

６５

の
所
得
と
給
与
所
得
が
あ
る
方
で
、

給
与
所
得
に
係
る
市
民
税
・
都
民

税
を
給
与
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
し
て
い
る
方
は
、
公
的
年
金

な
ど
の
所
得
と
合
わ
せ
て
給
与
か

ら
天
引
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

希
望
す
る
方
は
、
勤
務
先
の
担
当

者
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
勤

務
先
か
ら
の
特
別
徴
収
へ
の
切
り

替
え
申
請
に
基
づ
き
処
理
を
行
い

ま
す
。
な
お
、
給
与
所
得
に
係
る

市
民
税
・
都
民
税
の
納
付
方
法
が

普
通
徴
収（
納
付
書
か
口
座
振
替
）

の
方
の
取
り
扱
い
に
変
更
は
あ
り

ま
せ
ん
。

◎
市
民
税
の
税
率
に
つ
い
て

　

東
久
留
米
市
の
個
人
市
民
税
の

税
率
は
標
準
税
率
を
使
用
し
て
お

り
、
均
等
割
が
３
０
０
０
円
、
所

得
割
の
税
率
は
６
舒
で
す
。
一
部

（
財
政
再
建
団
体
お
よ
び
環
境
保

全
税
な
ど
、
超
過
税
率
を
採
用
し

て
い
る
団
体
）
を
除
く
他
団
体
も
、

税
率
は
標
準
税
率
を
使
用
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
分
離
課
税
の
税
率

に
つ
い
て
も
他
団
体
と
同
様
の
税

率
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係
緯

４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線
２
３

３
３
〜
２
３
３
７
）
へ
。

　

都
民
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
通

り
募
集
し
ま
す
。
都
民
住
宅
は
中

堅
所
得
者
向
け
の
賃
貸
住
宅
で
す
。

　
【
申
し
込
み
資
格
】①
都
内
に
居

住
し
て
い
る
こ
と
②
同
居
親
族
が

い
る
こ
と
（
単
身
で
は
申
し
込
み

不
可
）
③
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基

準
に
該
当
す
る
こ
と
④
現
に
自
ら

居
住
す
る
た
め
の
住
宅
を
必
要
と

し
て
い
る
こ
と
⑤
暴
力
団
員
で
な

い
こ
と

　
【
募
集
案
内
の
配
布
場
所
・
配
布

期
間
】
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
６

月
４
日
（
月
）
〜　

日
（
水
）
に

１３

都
市
計
画
課
（
市
役
所
５
階
）、
都

庁
、
都
内
各
市
区
役
所
、
町
村
役

場
、
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集

セ
ン
タ
ー
、
同
公
社
各
窓
口
セ
ン

タ
ー
で
配
布
。
な
お
、
６
月
９
日

（
土
）・　

日
（
日
）
は
同
公
社
募

１０

集
セ
ン
タ
ー
で
配
布
。
ま
た
、
６

月
４
日
（
月
）
午
前
９
時
ご
ろ
〜

６
月　

日
（
水
）
午
後
６
時
の
間
、

１３

申
込
書
・
募
集
案
内
を
同
公
社
募

ht

集
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（   

tp://w
w
w
.to-kousya.or.jp/

      
 
 
                 
）

か
ら
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

申
し
込
み
は
所
定
の
申
込
用
紙

に
記
入
の
上
、
６
月　

日
（
月
）

１８

ま
で
に
同
公
社
募
集
セ
ン
タ
ー
に

届
い
た
も
の
に
限
り
、
受
け
付
け

ま
す
。

　

※
今
回
の
募
集
期
間
以
外
で
随

時
募
集
し
て
い
る
「
先
着
順
受
け

付
け
」
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
公
社
募
集
セ
ン
タ

ー
緯　

・
３
４
９
８
・
８
８
９
４

０３

（
土
曜
・
日
曜
日
は
除
く
）
へ
。

　

年
度
の
年
金
額
は

２４０
・
３
㌫
の
引
き
下

げ
と
な
り
ま
す

　

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
な
ど

の
年
金
額
は
、
実
質
的
な
価
値

が
変
わ
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
物

価
の
変
動
に
応
じ
て
自
動
的
に

額
を
改
定
す
る
仕
組
み
が
取
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
年

平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指
数

の
変
動
率
を
基
に
し
て
、
改
定

さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

現
在
は
、
直
近
の
年
金
引
き

下
げ
年
で
あ
っ
た　

年
の
物
価

２２

が
基
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。　
２３

年
平
均
の
全
国
消
費
者
物
価
指

数
の
対
前
年
比
変
動
率
は
マ
イ

ナ
ス
０
・
３
舒
で
し
た
。　

年
２３

の
物
価
は
基
準
と
な
る　

年
の

２２

物
価
と
比
較
し
て
マ
イ
ナ
ス

０
・
３
舒
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

　

年
度
の
年
金
額
は
０
・
３
㌫

２４の
引
き
下
げ
と
な
り
ま
す
。
金

額
の
変
更
は
、
４
月
分
が
支
払

わ
れ
る
６
月
支
払
い
分
か
ら
に

な
り
ま
す
。

　
　

年
度
の
各
年
金
額
は
次
の

２４
通
り
で
す
（
カ
ッ
コ
内
は　

年
２３

度
分
）。

　

◆
老
齢
基
礎
年
金
（
年
額
）

＝　

万
６
５
０
０
円
（　

万
８

７８

７８

９
０
０
円
）
◆
障
害
基
礎
年
金

（
年
額
）
＝
一
級
は　

万
３
１

９８

０
０
円
（　

万
６
１
０
０
円
）、

９８

二
級
は　

万
６
５
０
０
円
（　

７８

７８

万
８
９
０
０
円
）
◆
遺
族
基
礎

年
金
（
年
額
）
＝　

万
６
５
０

７８

０
円
（　

万
８
９
０
０
円
）
◆

７８

障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年

金
の
子
の
加
算
（
年
額
）
＝
第

一
子
お
よ
び
第
二
子
は　

万
６

２２

３
０
０
円（　

万
７
０
０
０
円
）、

２２

第
三
子
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※年金収入１５０万円で６８歳の方が１人で加入の場合
 ２３年度　１万２，２００円　→　２４年度　１万２，６００円

※年金収入２３０万円で６８歳、６５歳の夫婦で加入の場合
 ２３年度　９万９，６００円　→　２４年度　１０万４，２００円

※給与収入３５０万円で３９歳、３３歳、７歳の家族３人で加入の場合
 ２３年度　２０万９，０００円　→　２４年度　２１万９，３００円

※給与収入５００万円で４０歳、４５歳、１０歳、７歳の家族４人で加入の場合
 ２３年度　３６万６，６００円　→　２４年度　３８万４，４００円

※給与収入が７００万円で、５８歳、５５歳、２５歳、２２歳の家族４人で加入し、固定資産（税額１０万円）
を有している場合
 ２３年度　４８万９，４００円　→　２４年度　５０万７，１００円

国民健康
保険税の
試算例

税 率 の 改 定
課税限度額平等割額均等割額資産割率所得割率年度区分

５１万円６，１００円２万３，６００円
８．５０％３．７２％２３年度

医療分
４．２０％３．８７％２４年度

１４万円
１，８００円　　９，４００円２．１０％１．５５％２３年度

後期高齢支援分
２，５００円　　　１万円１．００％１．８０％２４年度

１２万円４，３００円　　８，６００円
４．６０％１．２９％２３年度

介護分
２．３０％１．３６％２４年度


